
長野県特定疾病医療費助成事業実施要綱 新旧対照表 

 

改 正 後 現  行 

 

第１条～第 12 条 (略) 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 27 年１月１日から施行する。 

 （施行前の準備） 

２ この要綱を施行するために必要な第５条及び第６条の規定による支給認定の手

続、第 10 条及び第 11 条の規定による重症認定の手続は、この要綱の施行前において

も行うことができる。 

附 則（平成 27 年５月８日付け 27 保疾第 156 号健康福祉部長通知） 

（適用期日） 

 平成 27 年７月１日から適用する。 

附 則（平成 29 年３月 22 日付け 28 保疾第 1204 号健康福祉部長通知） 

（適用期日） 

１ 平成 29 年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この改正前に交付された医療受給者証は、第６条第４項の規定により交付された

医療受給者証とみなす。 

附 則（令和６年 12 月２日付け６保疾第 760 号健康福祉部長通知） 

（適用期日） 

 令和６年 12 月２日から適用する。（ただし、要綱第 11 条の改正については令和３年

４月１日から適用する。） 

附 則（令和７年６月 16 日付け７疾感第 385 号健康福祉部長通知） 

（適用期日） 

 令和７年７月１日から適用する。 

 

 

診断基準（溶血性貧血） 

重症度分類（溶血性貧血） 

診断基準・重症度分類（汎発性血管内血液凝固） 
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参考：第３条第３項関係 

特定疾病医療費助成事業における患者一部負担上限月額 
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